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　こども福祉教室は「福祉の心を育てよう」を合言葉に、

子供たちが様々な体験や出会った人々との関わりを通

して“思いやりの心”を持てるように、また「自分の

思いや意見を人前ではっきり言えるような人になりま

しょう。」との願いから毎年実施しています。

　今年度の参加は、市内の小学校３年生～６年生の

２９名です。今回は１１月までの活動をご紹介します！

開講式＆廃油石けん作り 〜５月〜
　今年初めての教室では、岡谷市消費者の会のみなさんにご指導いただき、廃油石けんを作
りました。
　ほとんどの子供が初めて廃油石けん作りを体験したようで、廃油にカセイソーダを入れか

きまぜる作業を始めると「本当に固まって石
けんになるの？」と不思議そうに言っていま
したが、徐々に固まり始めると「すごい固ま
ってきた！重いよ…」と言いながらがんばっ
て混ぜていました。
　石けんが固まるまでに１か月程かかる為、
今回は以前に作った石けんを一つずついただ
きました。
　楽しみながら様々なことを学べ貴重な体験
ができました。

手話学習とぞうきん作り 〜６月〜
　６月の教室では、７月に訪問する施設で披露するために手話で『ももたろう』の歌を習い
ました。学校で手話学習をしたことのある子供もいましたが、手話の意味を一つ一つ教えて
いただきながらみんなで歌い、楽しく覚える
ことができました。
　手話の後は施設の方へプレゼントする “ぞ
うきん” を作りました。
　初めて縫物をする子供も多かったのです
が、スタッフに教えてもらいながら楽しそう
に縫っていました。
　中には「短時間のうちに３枚縫えた！」と
喜ぶ子供もいて、「一針一針心を込めて縫っ
たぞうきんだから喜んでもらえるといいね。」
と話していました。

平成２１年度

こども福祉教室を開催しています！
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清掃工場見学＆やまびこ公園でバーベキュー 〜８月〜
　８月は岡谷市清掃工場の見学をしました。
担当の方から、ゴミ焼却の仕組みやリサイクル・分別について詳しく
教えていただき、実際にゴミの搬入の様子も見させていただきました。
　学校で見学に来たことのある子供もいましたが、その時とはまた違
った部分を学ぶ事ができたようです。
　見学の後はやまびこ公園へ。花の名前や草での遊び方をスタッフに
聞いたりしながら公園内を散策し、バーベキュー場へ到着。暑い中で
はありましたが、みんな美味しそうにお肉を頬張っていました。

バスハイク“施設訪問とアルプス公園散策” 〜７月〜
　７月はみんなが楽しみにしていたバスハイクでした。
　訪問させていただいたのは、松本市にある「温心寮」で今年で３回
目の訪問になり、利用者のみなさんも “かわいい孫たち” が来るのを
楽しみに待っていてくださいました。
　前回の教室で作った “ぞうきん” を６年生が代表してプレゼントす
ると、「一生懸命縫ってくれたんだね。」ととても喜んでくれました。
　その後『ももたろう』を手話で披露したり、お話をしたり、手遊び
をしたり…と楽しい交流会になりました。

塩嶺閣で自然体験学習をしよう！！〜11月〜
　残念ながら大雨に見舞われてしまった１１月の教室。今回は林先生
から鳥・虫の標本の説明や鳥の鳴き声、諏訪湖で助けた大鷲の話など
を聞きました。
　鳥が蚕や人間の落し物から糸を取り上手に編んで巣を作り、寒くな
いように鳥の羽などを巣に敷詰めていることを聞くと「器用だね！」
という声が上がったり、「鳥が病気になるとどういう症状がでるの？」
「大鷲はどのくらいの期間諏訪湖にいるの？」など質問をする子供も
いました。普段なかなか知ることが出来ない話をお聞きすることがで
き、大変有意義な時間を過ごせました。

■■■福祉機器リサイクル事業■■■
　家庭に捨てるにはもったいない福祉機器はありませんか。不要な福祉機器がありましたら社協にご連絡

ください。必要な方に情報提供し役立てていただきます。

◆取り扱い品目◆

　・車いす

　・歩行器

　・シルバーカー

　・シャワーベンチなど

＊製品については清潔で利用可能な状態で提供をお願いします。

社協への登録期間は 3ヶ月です。交渉、

物品のやり取りは当人同士で行います。

問合せ　市社協
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差し上げます
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